
 
 

 

平成 27 年 11 月５日 

各  位 
会 社 名 トヨタ自動車株式会社

代 表 者 取締役社長  豊田 章男

(コード番号 7203 全国証券取引所)

お問合せ先 常 務 役 員  大竹 哲也

(T E L . 0 5 6 5 - 2 8 - 2 1 2 1)

 

剰余金の配当（中間配当）に関するお知らせ 
 

当社は、平成 27 年 11 月５日開催の取締役会において、下記のとおり、平成 27 年９月 30 日を 

基準日とする剰余金の配当を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。  

 

記 

 
1. 配当の内容 

 

（１）普通株式 

 
決定額 直近の配当予想 

前期実績 

（平成 27 年３月期中間） 

基 準 日 平成 27 年９月 30 日 同左 平成 26 年９月 30 日 

１株当たり配当金 100 円 00 銭 未定 75 円 00 銭 

配 当 金 総 額 311,376 百万円 ― 237,956 百万円 

効 力 発 生 日 平成 27 年 11 月 27 日 ― 平成 26 年 11 月 27 日 

配 当 原 資  利益剰余金 ― 利益剰余金 

 

  （２）第１回ＡＡ型種類株式 

 
決定額 直近の配当予想 

前期実績 

（平成 27 年３月期中間） 

基 準 日 平成 27 年９月 30 日 同左 ― 

１株当たり配当金 26 円 00 銭 (平成 27 年６月 16 日に

お知らせしたとおり) 

― 

配 当 金 総 額 1,224 百万円 ― ― 

効 力 発 生 日 平成 27 年 11 月 27 日 ― ― 

配 当 原 資  利益剰余金 ― ― 

 

2. 理由 

当社は株主の皆様の利益を重要な経営方針の一つとして位置付けており、毎期の業績・投資計

画･手元資金の状況等を勘案したうえで、安定的･継続的に配当を行うよう努めております。 

また、今後も厳しい競争を勝ち抜くため、お客様の安全・安心を優先した、次世代の環境・安全技

術の早期商品化に重点的に取り組んでまいります。 

こうしたことから、普通株式に対する中間配当につきましては、１株につき 100 円とさせていただきま

す。  

なお、第１回ＡＡ型種類株式に対する中間配当に関しましては、平成 27 年６月 16 日にお知らせし

たとおり実施いたします。 

 



（ご参考）年間配当の内訳 

 

（１）普通株式  

 １株当たり配当金（円） 

基 準 日  第 2 四半期末 期末 年間 

当 期 実 績 100 円 00 銭 ― ― 

前期実績（平成 27 年３月期） 75 円 00 銭 125 円 00 銭 200 円 00 銭 

 

 （２）第１回ＡＡ型種類株式 

 １株当たり配当金（円） 

基 準 日  第 2 四半期末 期末 年間 

当 期 実 績 26 円 00 銭 ― ― 

前期実績（平成 27 年３月期） ― ― ― 

 

以  上 


